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教育委員会事務局学校教育部高校教育課 

 



    発注情報詳細（物品・委託等） 

公告日 令和 ８年 ３月 13 日 

入札方法 入札書の持参による 公募型指名競争入札 

件名 令和８年度横浜市立東高等学校多文化共生教育 SDGs プログラム業務委託 

納入／履行場所 横浜市立東高等学校 

納入／履行期間等 契約締結日から令和８年 10 月 30 日まで 

入 
札 
参 
加 
資 
格 

種目 事務・業務の委託又はその他の委託等 

細目 － 

所在地区分・順位 指定なし 

企業規模 指定なし 

その他 

①当該横浜市契約規則（昭和 39 年３月横浜市規則第 59 号）第３条第１項に掲    
げる者でないこと及び同条第２項の規定により定めた資格を有する者である
こと。 

②入札参加意向申出締切から入札日までの間のいずれかの日において、横浜市
一般競争参加停止及び指名停止等措置要綱に基づく一般競争参加停止措置を
受けていない者であること。 

③学校教育における授業の企画および運営に関する実績を有していること。 

提出書類 
①公募型指名競争入札参加意向申出書 
②委託業務経歴書 

設計図書 別紙のとおり 

入札参加申込締切日時 
令和 ８年 ４月 ２日  午後 ５時 15 分 
持参、郵送または電子メール（郵送の場合には３月 31 日（火）までの消印有効
とします。） 

指名・非指名通知日 令和 ８年 ４月 ６日 

質疑締切日時 
令和 ８年 ３月 19 日 
午後 ５時 15 分 

回答期限日時 
令和 ８年 ３月 26 日 
午後 ５時 15 分 

入札及び開札日時 令和 ８年 ４月 13 日 午後２時 00 分 

入札及び開札場所 
横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10  
市庁舎 13 階 N03 会議室  

支払い条件 前金払 しない 部分払 しない   

注意事項 
この契約は、令和８年度予算が横浜市議会において議決されることを停止条件
とする案件です。 

発注担当課 教育委員会事務局高校教育課 電話  ０４５－６７１－３２７２ 
 

契約事務担当課 教育委員会事務局高校教育課 電話  ０４５－６７１－３２７２ 
 



 

令和８年度横浜市立東高等学校多文化共生教育 SDGsプログラム業務委託 

教育委員会事務局学校教育部高校教育課 
 

１ 設計図書≪仕様書≫等に関する質問 

(1) 方法 

入札参加者は、設計図書等に質問がある場合には、令和８年３月 19 日（木）午後５時 15 分ま

でに、別紙「質問書」様式に質問内容等の必要事項を記入の上、高校教育課に FAX または電子メ

ールにより提出してください。また、提出の際には確認の電話をしてください。 

(2) 質問書の提出先 

横浜市教育委員会事務局学校教育部高校教育課 遠藤 

電話番号：045－671－3272  FAX：045－640－1866  

  メール：ky-koko@city.yokohama.lg.jp 

(3) 回答 

令和８年３月 26 日（木）午後５時 15 分までにウェブページ上に掲載します。それ以外の方法

による回答は行いません。 

(4) その他 

入札後、当該設計図書等については不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできま

せん。 

 

２ 入札参加申込 

(1) 方法 

入札参加者は、令和８年４月２日（木）午後５時 15分までに、別紙「公募型指名競争入札参加

意向申出書」及び「委託業務経歴書」様式に必要事項を記入の上、高校教育課に持参、郵送また

は電子メールで提出してください。郵送の場合は、令和８年３月 31日（火）までの消印有効とし

ます。 

(2) 提出先 

    〒231-0005 横浜市中区本町６丁目 50 番地の 10 教育委員会事務局高校教育課 遠藤 
    ※電子メールの場合は、下記電子メールアドレスへご提出ください。 

     電子メールアドレス：ky-koko@city.yokohama.lg.jp 
 
３ 入札方法 

(1) 入札及び開札の日時・場所 

発注情報詳細のとおり 

(2) 入札当日に「公募型指名競争入札指名通知書」の提示がない場合は、入札に参加できませんの

で、必ず持参してください。なお、「公募型指名競争入札指名通知書」の再交付はできませんので、

取扱いに注意してください。 

(3) 入札方法は、入札参加者が別紙様式による入札書を入札時に直接投函して行います。 

(4) 一回目の入札で落札しない場合、その場で二回目の入札を行いますので、入札書は二枚用意し

てください。 

(5) 地方自治法施行令第 167 条の２第１項第８号の規定により、二回目の入札で落札者がないとき

には、最低価格を提示した業者と交渉を行い、予定価格内合意した場合に随意契約を行うことと

します。 

 

４ 契約手続等に関する問い合わせ先 

  横浜市教育委員会事務局高校教育課 遠藤 

電話番号：045－671－3272  FAX：045－640－1866  

メール：ky-koko@city.yokohama.lg.jp 

mailto:ky-koko@city.yokohama.lg.jp
mailto:ky-koko@city.yokohama.lg.jp
mailto:ky-koko@city.yokohama.lg.jp


令和８年度 一般　会計 歳出　　 第17款１項４目 12節（1）委託料

担当課  ふ　り　が　な え　ん　ど　う

－ 横浜市教育委員会事務局 担当者名 遠　藤

高校教育課 電　　話 045-671-3272

　１ 件　　名 令和８年度横浜市立東高等学校多文化共生教育SDGsプログラム業務委託

　２ 履　行　場　所 横浜市立東高等学校（横浜市鶴見区馬場３丁目５－１）

　３ 履行期間  ■期間　　契約締結日から令和８年10月30日まで（報告書提出締切日）

　　 又は期限  □期限　

　４ 区分  ■ 確定契約 □ 概算契約

　５ その他特約事項 　なし

　６ 現場説明  ■ 不要

 □ 要 （　　月　　日　　時　　分　 場所 ）

　７ 概要 別紙仕様書の通り

　８ 部分払 □　する　（　　回以内）

■　しない

種　目　番　号

受付

連絡先

番号

設　　　計　　　書



※概算数量の場合は，数量及び金額を（　　）で囲む

合 計 金 額

内　訳 業　務　価　格

消費税及び地方消費税相当額

消費税

式

事前課題の企画・製
作費

事前研修 1 式

1 式

プログラムの企画・準
備

1 式

事務手数料 1 式

プログラム資料作成
費

1

1日7時間×2日
交通費含む

式
1日7時間×2日
交通費含む

合計

留学生 1

1日7時間×2日
交通費含む

サポートスタッフ 1 式

摘要名称 形状寸法等 数量 単位 単価
（円）

金額
（円）

内　訳　書

講師（ファシリテー
ター）

1

小計

式



令和８年度「横浜市立東高等学校多文化共生教育 SDGs プログラム 

～「Glocal Citizenship Camp」～仕様書 

 

１ 総則    

本仕様書は、令和８年度「横浜市立東高等学校多文化共生教育 SDGsプログラム～Glocal  

Citizenship Camp～」（以下プログラム）に適用する。 

 

２ 契約期間 

  契約締結日から令和８年 10 月 30 日（金）（報告書提出締切日）まで 

  ※プログラム日程：９月 29 日（火）（９時から 16 時まで） 

９月 30 日（水）（９時から 16 時まで） 

※学校行事等の都合により日程を変更する場合あり 

※プログラム実施前に事前研修あり（生徒・教員対象に各 1 回以上）。 

※事前研修日については、東高等学校に相談の上決定する。 

 

３ 会場  

横浜市立東高等学校体育棟、食堂、教室：14室程度（別添資料⑴参照） 

 

４ 対象者数 

(1) 当日   

生徒 約 280 名 

(2) 事前研修 

生徒 約 280 名、教員 約 40 名 

 

５ プログラムの概要と目的 

本校１年次生を対象に、ユネスコスクールとして ESD（持続可能な開発のための教育）

とその先の世界について学ぶ探究活動の場を提供する。本プログラムでは、生徒が自己探

究を深めるとともに、他者を理解し認め合う姿勢を育み、行動変容へとつなげることを目

指す。また、生徒と留学生が 英語を用いてグローバルシティズンシップ（地球市民性）

や 身近な困りごとをテーマに議論する機会を設けることで、英語がコミュニケーション

ツールとして持つ重要性に気づかせる。さらに、環境や社会の課題について英語で意見交

換できる力を身につける生徒の育成も狙いとする。 

横浜市立高校の生徒として、グローバルな視点をもちつつ地域の課題に取り組む「グロ

ーカル人材」 の育成を図り、ESD の達成やその先の未来社会において活躍できる人材の

輩出を目指す。 

 



６ 業務内容 

(1) プログラムの企画及び運営（別添資料⑵参照） 

(2) 事前研修の実施 

(3) 事前・事後アンケートの実施、報告書の提出 

 

７ 業務の詳細 

(1)  プログラムの企画及び運営 

次の点を考慮し、プログラムを企画すること。 

ア プログラムの企画 

(ｱ) 生徒が世界と自分とのつながりを実感し、ESD の視点を持ちながら、地球市民

として未来に向けて何ができるかを考え、ユネスコの掲げる価値や意味を体感的

に理解できる国際交流事業としてのプログラムを企画すること。 

(ｲ) 留学生との議論を通して、生徒の中にグローバルシティズンシップに対する意

識や態度の内容が生じるような企画にすること。 

※留学生を交えてのプレゼンテーション、準備等においては原則英語とする。 

(ｳ) ESD を意識した対話型ワークショップを中心とした企画にすること。 

(ｴ) 現代社会の課題を自分ごととして捉え、解決に向けて主体的に考え、議論する

ことにより、生徒が自身の進路に関する選択肢や学ぶ意欲とその方向性を広げる

ような内容を含んだ企画にすること。 

(ｵ) キャリア教育の一環として、世界に出て行こうとする意識を高めることができ

るような内容を含んだ企画にすること。 

(ｶ) プログラム全体を通して、生徒が日々の生活と世界や社会との関係性に気づき、

現代社会の課題解決に向けて、具体的な行動・行為の変容を促すような内容が根

底にあること。 

(ｷ) 複雑に絡み合う課題や現実に向かい合うことで、多角的・多面的に事象を捉え、

それらについて論理的に思考する力を育むプログラムになっていること。 

(ｸ) グローバルシティズンシップを身に付けるための企画の一環として、英語を用

いて議論するプログラムを前提とした企画とすること。 

※語学力の向上に特化した企画ではなく、あくまで多くの国や地域に共通する課

題やユネスコの価値などについて学び、議論する企画にすること。 

※議論するツールとしての英語を前提とした企画、人員配置が可能なこと。 

(ｹ) 英語を用いた議論を通して、他者と英語で議論できる力が向上したり、英語が

苦手だった生徒の英語を学ぶ意欲が高まったり、生徒それぞれに効果があること

を狙いとする。 

※プログラムの目標に照らしてその場の教育効果が最大となる場面に限って日

本語での補助を入れるなど、日本語の使用は限定的とする。使用場面については



事前に東高校と相談すること。 

※７月上旬までにプログラムの内容を事前に英語で学習できる学習課題を東高

校と相談の上、作成すること。 

(ｺ) プログラムの中で、生徒一人ひとりが地球市民としてかけがえのない存在であ

るという自尊感情を育てるとともに、地球市民の一人として自らの行動に責任を

もって生活するグローカルで成熟した市民として過ごしていかなければいけない

という責任感が生まれるような企画にすること。 

(ｻ) ファシリテーター、留学生、生徒、教員に関わらず、多様な価値を認め、参加者

が相互に共感できるような学習の場にすること。 

(ｼ) 当日の進行表を教員対象事前研修日の３週間前に提出すること。 

(ｽ) 市の広報物・ホームページ等に掲載する可能性があるため、ファシリテーター、

留学生、サポートスタッフに対し、写真撮影の許可を事前にとること。 

 

イ プログラム当日の準備 

     プログラム当日の準備について、次のように対応すること。 

(ｱ) 参加生徒約 280名の名札、留学生全員分の名札を用意すること。（別添資料⑶参照） 

※名札にはアルファベットを表記し、企画に関わる全ての人がわかるようにするこ 

と。 

(ｲ) プログラム運営に必要な機材・消耗品を準備すること。 

（例）生徒によるプレゼンテーションに必要な消耗品（模造紙、画用紙、ペン等） 

※学校が所持する物品のうち、次に記載したものは貸出し可能。 

物品 個数 

椅子 870 脚 

モニター（各教室） ７台 

プロジェクター ４個 

マイク ５本 

(ｳ) 当日必要なパワーポイント等を用意すること。 

※内容は可能な限り東高等学校と共有し、最大限の教育効果を目指すこと。 

(ｴ) プログラム内容に合わせて、事前に会場設営を行うこと。 

※会場設営時間：８時から設営可能 

(ｵ) ワークブックの作成 

・当日のプログラムで使用するワークブック等を作成し、印刷すること。 

・ワークブックの内容はプログラムの内容に沿ったもので、ワークブックを進める

ことで自らの変容や考えの深化を感じることができるよう工夫してあること。 

・２日間のプログラム内容全体を俯瞰的に表し、視覚的にも捉えることができるワ

ークブックであること。 



・ワークブックは、生徒対象事前研修日の前日までに納品すること。 

 

ウ プログラム当日の運営 

   次の(ｱ)～(ｳ)の役割の者を配置すること。また、当日は各自上履きを持参すること。 

(ｱ) ファシリテーター 

・３名以上手配すること。 

・ファシリテーターが作成したプログラム以外を使用する場合は、ファシリテータ

ーがプログラム内容を熟知していること。 

・本事業と同等規模の英語での研修、ワークショップ等のファシリテーション経験

があり、英語（必要に応じて日本語でのフォローを含む）指示が出せること。 

    ・大学生、社会人の時に海外の大学又は大学院を修了したもの、若しくは教育に関

する国際会議への参加経験など国際的な現場での活動経験のあるものとする。 

・語学力だけでなくグローバルな視点をもち、地球規模的な社会課題や、多文化共

生及びグローバルシティズンシップへの造詣が深い学識経験者、研究者等であ

ること。 

(ｲ) 留学生 

・留学生に対し、本プログラムの内容について事前に研修を行うこと。 

・42 名以上手配すること。（１クラス６グループ×７クラスの想定） 

     なお、体調不良等による当日欠席の可能性も考慮し、不測の事態にも対応可能な 

体制とし、代替となる候補者をあらかじめ確保しておくこと。 

・原則、２日間とも同じメンバーの留学生とすること。ただし、体調不良等やむを

得ない事情がある場合に限り、異なるメンバーの参加を認める。その場合には、

原則、前日までに東高等学校に連絡すること。 

・母国語が英語でなくてもよいが、グローバルシティズンシップや SDGs 等につい

て英語で議論できる人材であること。 

・日本の４年制大学以上の教育機関に在学、若しくはそれを卒業している者とし、

母国語がいかなる言語かに関わらず、英語が流ちょうに話せるものとする。（日

本語の語学力は問わない。） 

・留学生の出身国・地域が多様であること。 

・教え込む姿勢ではなく、生徒とともに学び、生徒のよさを引き出す姿勢をもつ人

材であること。CEFR 基準で A1、A2レベルの生徒の指導に熱意をもって当たれる

こと。 

（例）活動に消極的な生徒への声掛けを行う、参加者全員ができるだけ前向きに行 

  動できるよう笑顔で接する、生徒の意見を肯定的に受け入れる 等 

・留学生を募集する際は、単にアルバイトとしてではなく、生徒と一緒に学びたい 

 という意欲を持った留学生を優先的に選出すること。 



・留学生の募集状況について、プログラム実施の１か月程度前に、東高等学校に参

加する留学生の所属教育機関及び国籍（又は出身）の情報とともに中間報告を行

うこと。中間報告の時点において留学生の人数が 42 名に達していない場合、そ

の後の募集計画について具体的な提案を行うこと。また、留学生の人数が 42 名

に達するまで、留学生の募集状況の時点報告を週に１度学校へ行うこと。 

・将来国際交流や教育に関する職に従事しようという希望を持っている者が望ま

しい。 

・学校教育の場であるので、生徒の人権に配慮すべき項目や子どもへの性暴力の防

止等について、十分理解するように、留学生に対して必ず事前の研修を行うこと。 

※事前の研修の内容は横浜市が別途、指定する。 

(ｳ) サポートスタッフ 

・７名以上手配すること。（概ね２教室につき１名又は４グループ程度を担当） 

・ファシリテーター補助及び留学生対応を想定し、当日、企画内容が完全に遂行さ

れることに必要な人数とする。 

・アルバイトの場合、留学生に求められる条件を満たしていることとし、英語及び

日本語での生徒や留学生のサポート業務が遂行できるスキルと経験を有するこ

と。 

・サポートスタッフは教室又はグループを巡回し、当日の企画内容が遂行されるよ

う問題があった場合は、ファシリテーターに速やかに報告すること。 

 

エ プログラム後の打ち合わせ（振り返り） 

     １日目および２日目のプログラム終了後に実施すること。 

(ｱ) 実施時間 

９月 29 日（火）および９月 30 日（水）（16 時頃から 17 時頃まで） 

※プログラム終了後、１時間程度。 

(ｲ) 実施場所 

学校内の会議室 

※詳細は契約締結後に決定 

(ｳ) 参加者 

委託事業者：ファシリテーター、サポートスタッフ（全員） 

東高等学校：教員（10名）等 

(ｴ) 振り返り方法 

参加者による意見交換 

(ｵ) 振り返り項目 

次の項目について、適切だったか、課題はあるかを意見交換する。 

・当日の運営について：時間、場所、人数、全体説明、事前準備 



プログラムの内容について：内容の難易度、SDGs を理解するうえでのプログラ

ムの構成、英語の活用レベル等 

 

(2) 事前研修の実施 

ア 教員を対象とした事前研修 

(ｱ) プログラムの教育効果を最大限にするため、教員対象に事前研修を実施すること。 

※事前研修は概ね１か月前に実施することとし、日程や研修時間は、東高等学校に 

相談の上決定すること。 

※なお、研修の実施においては、対面又はオンライン等で実施。実施方法は東高等

学校に相談の上決定する。 

(ｲ) プログラムの意義と目標を明確にし、当日の概要を説明すること。 

(ｳ) 次の項目を含むこと。 

・プログラム全体の具体的な目標 

・当日のカリキュラム内容 

・それぞれの内容（工程）の目標、意図 

・工夫した点とその理由 

・当日のスケジュール 

 

イ 生徒を対象とした事前研修 

(ｱ) 生徒を対象に日本人スタッフによる事前研修を概ね１週間前に１時間程度実施

すること。 

※事前研修の日程や研修時間は、東高等学校に相談の上決定すること。 

※なお、研修の実施においては、対面で実施。実施方法は東高等学校に相談の上決

定すること。 

(ｲ) ESD やグローバルシティズンシップについての理解が深まるような内容であると

同時に、当日のプログラムそのものについての理解を深める内容であること。 

(ｳ) 当日プログラムで使用するワークブック等を事前研修で生徒に配布すること。 

 

(3) 事前・事後アンケートの実施、報告書の提出  

   生徒を対象に事前及び事後にアンケート及びアセスメント等を実施し、プログラムを

通じた生徒の意識や行動変容を可視化できる内容を含む報告書を作成すること。 

ア アンケートはプログラム実施前とプログラム実施後に行うこと 

※実施時期及び実施方法については東高等学校に相談して決めること。 

イ アンケートの項目には、以下を含むこと。 

・SDGs についての認識の変化（17のゴールについての理解等） 

・ユネスコの価値である、人権、平和、環境などの諸問題についての関心の高まり 



・英語の必要性への認識及び英語を学ぶ意欲の向上 

・留学生との交流から感じたこと 

・生徒の本プログラムでの学習を通じた意識や行動変容が可視化できるアセスメ

ント 

ウ アンケートの集計を行い、以下を加えて報告書にまとめ、そのデータを高校教育課

に提出すること。 

・事前研修で説明されたプログラムの意図や工夫点が想定通りの結果を得たか 

・想定通りの結果を得た、得られなかった理由 

・反省点 

 

８ 個人情報及び機密の取扱い 

業者及び業者から派遣されるファシリテーター、留学生、サポートスタッフ等全運営ス

タッフは、業務において知り得た個人情報及び機密その他の情報を他に漏洩してはなら

ない。特に個人情報の取扱いについては十分留意し、漏洩、滅失、毀損の防止、その他適

切な管理に努めること。その他、この契約による業務を処理するための個人情報の取扱い

については、別紙 「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。なお、留学生

が生徒と記念撮影をする等の撮影行為は禁止とし、委託事業者が報告書等を作成する趣

旨で行う撮影行為は、学校長にあらかじめ許可を取った上で行うことができる。また、写

真撮影を行う場合は、学校が発行する許可証を身に着け、許可されていることを明確にす

ること。 

 

９ 事故処理及び損害賠償責任 

業者は、本業務履行に際し、業者の責任により横浜市および第三者、または諸物品もし

くは建造物に損害その他の事故が生じた場合、業者の負担において直ちに現状に復し、速

やかに横浜市の指定する者に報告すること。また必要に応じその損害の賠償を行うこと。

この場合、横浜市は一切責任を負わないものとする。 

 

10 業務の実施体制及び事務打合せの実施 

 (1) 委託事業者は、本業務全般の指揮監督に当たる業務責任者を置き、責任者が高校教育

課及び東高等学校との連絡調整を密に行うこと。 

 (2) 委託事業者及び東高等学校は必要に応じて事務打合せを行い、円滑な事務処理に努

めなればならない。 

(3) その他、当該事業にかかる業務の遂行上必要と認められるもので、この仕様書に定め

のない事項が生じた場合及びこの仕様書に関し疑義が生じた場合は、その都度高校教育

課と協議し、事業を進めることとする。 

 



11 遵守事項 

 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなく

なるまでの者を派遣しないこと。 

 (2) 委託事業者及び留学生等は、執務室及び生徒が活動する場所への私用のスマートフ

ォン等の携帯電話、タブレット端末、モバイル PC、デジタルカメラ、USB メモリー等の

電子機器の持込を禁止する。手荷物等は、東高等学校が指定する保管場所等に保管する

こと。   

ただし、本プログラムの目的達成のためや、留学生等の医療的配慮が必要な場合等、

真にやむを得ない場合については、学校長にあらかじめ承諾を得ることで、私用の情報

機器等を持ち込ませることができるものとする。なお、その場合においても、写真や動

画等の撮影は禁止するものとする。 

   

12 こども性暴力防止法への対応 

令和６年６月に成立した「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性

暴力等の防止等のための措置に関する法律（令和６年法律第 69 号。）」の施行が令和８年

12 月 25 日に予定されていることに伴い、子どもへの性暴力を防ぐための対応を行うこ

と。特に当該法律第２条８項の該当の有無を確認し、該当すると確認できた者の配置は

しないこと。 

 

13 提出書類 

 提出書類等は次のとおりとする。 

 

提出書類名 提出期限等 部数 提出方法 提出先 備考 

安全管理措置報告書 該当する業務着

手前 

- メール 高校教育課 様式あり 

データのみ 

研修実施報告書・誓

約書 

該当する業務着

手前 

- 

 

メール 

 

高校教育課 様式あり 

データのみ 

研修実施明細書 該当する業務着

手前 

- 

 

メール 高校教育課 様式あり 

データのみ 

工程表 契約締結後５営

業日以内 

- メール 東高等学校 様式あり 

データのみ 

当日の進行表 教員対象事前研

修日の３週間前 

- メール 東高等学校 運営スタッ

フの当日の

動きを記載 

留学生の名簿 実施日の一か月

前から 42 名以

- メール 東高等学校  



上に達するまで 

教員事前研修資料 教員対象事前研

修日の前日 

50 

部 

紙で持ち込

みもしくは

郵送 

東高等学校  

ワークブック 生徒対象事前研

修日の前日 

300

部 

紙で持ち込

みもしくは

郵送 

東高等学校  

報告書 令和８年 10 月

30 日（金） 

１部 メール 高校教育課 データのみ 

委託完了届出書 業務完了後速や

かに 

１部 メール 高校教育課 様式あり 

データのみ 

その他本市職員が必

要と認めたもの 

その都度 必 要

数 
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【別添資料（２）】 
SDGｓプログラムの概要（流れ） 

 

1日目 

目安 プログラム 主な内容とねらい 活動場所 

（変更あり） 

9：00 全体会 ・2日間のプログラムの説明を行い、GCキャンプの目

標を明確にする。 

・ファシリテーター、留学生、スタッフの紹介を通じ、

相互理解を図る。 

アリーナ 

9：30 チーム作り・

アイスブレイ

ク 

・留学生も交えたチーム作りを行う。 

・アイスブレイク等を行い、相互理解を深め、チーム

間の繋がりを強くする。 

・簡単なアクティビティを通じて、英語を話すことに

慣れる。 

アリーナ 

10：30 チームごとの

ワーク① 

・チームで事前課題等の共有を行い、お互いの興味関

心や課題への姿勢を確認しあう。 

・留学生の母国について知り、その多様性を実感し、

異文化理解を深める。 

アリーナ 

12：35 昼食・休憩   

13：20 チームごとの

ワーク② 

（途中適度に

休憩を挟む） 

・ワーク①で出たメッセージをさらに話し合い、共通

する想いを抽出する。 

・文化の違いや社会問題について海外との比較をし、

日本・世界への理解を深める。 

・SDGｓに関心を持ち、問題認識や態度変容を促す。 

各教室 

15：30 1 日目の振り

返り 

・本日できたことの振り返りを行い、明日挑戦したい

ことを確認する。 

アリーナ 

16：00 1日目終了   

 

 

2日目 

目安 プログラム 主な内容とねらい 活動場所 

（変更あり） 

9：00 全体会 ・2日目の最終目標を明確にする。 アリーナ 

9：45 チームごと

のワーク③ 

（プレゼン

テーション

準備） 

・プレゼンテーションの準備を行う。 

・共通の題材についてチームで意見を出し合いなが

ら創り上げ、多角的視点を養う。 

・チームごとでリハーサルを行い、英語プレゼンテー

ションテーション力を向上させる。 

各教室 

12：00 プレゼンテ

ーションテ

ーション① 

（2 チーム相

互プレゼン

テーション） 

・2チームでプレゼンテーションテーションを交互に

行う。 

・他者の話を傾聴し、共感を通じてお互いの良いとこ

ろを確認しあう。 

・自分の将来と SDGｓとのつながりを探る。 

各教室 

12：35 昼食・休憩   

13：20 プレゼンテ

ーション準

備 

・午前のプレゼンテーションテーションで学んだこ

とや反省点の確認を行い、プレゼンテーション②に向

けての最終準備をする。 

 

アリーナ 

各教室 



13：45 プレゼンテ

ーションテ

ーション② 

（複数チー

ムによるプ

レゼンテー

ション） 

・いくつかのチームに分かれ、プレゼンテーションを

交互に行い、お互いにコメントしあう。 

・英語コミュニケーション力を向上させる。 

アリーナ・ 

各教室 

14：40 全体会 ・2日間を振り返り、自分たちの目指す世界を考え、

全体で共有する。 

・留学生とはここで別れの挨拶をする。 

アリーナ 

15：15 日本語での

振り返り 

・2日間の取り組みを日本語で振り返り、これからの

挑戦を宣言する。 

アリーナ 

 



【別添資料(3)】 

名札様式 

【サイズ】 

はがきサイズ（10cm×14.8㎝） 

【記載必須事項】 

・生徒氏名

・クラス

・グループ

・活動場所

・プログラム名（Glocal Citizenship Camp in 2024）

・イラスト（東高校の校章又は SDGs に関するマーク等）

【名札例】 

Name

Glocal Citizenship Camp in 2024

Group 1

Class A 1-1

Class B 1-1

01171061
線



個人情報取扱特記事項  

（令和５年４月） 

  

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 横浜市（以下「委託者」という。）がこの特記事項が付帯する契約（以下「この契

約」という。）において個人情報を取り扱わせる者（以下「受託者」という。）は、個人情

報の重要性を認識し、この契約による事務（以下「本件事務」という。）を処理するに当

たっては、個人情報の保護に関する法律、横浜市個人情報の保護に関する条例その他の関

係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱

わなければならない。 

 （適正な管理） 

第２条 受託者は、本件事務に係る個人情報の漏えい、滅失、毀損及び改ざん等（以下「漏

えい等」という。）の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなけ

ればならない。 

２ 受託者は、個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、本件事務に係る個人

情報の管理責任者を選任しなければならない。 

３ 受託者は、個人情報を取り扱う場所及び保管する場所（以下「作業場所」という。）を

定めるとともに、作業場所に係る入退室の規制、防災・防犯対策その他の安全対策を講じ

なければならない。 

４ 受託者は、本件事務に係る個人情報の取扱いに着手する前に前３項に定める管理責任体

制、安全対策その他の安全管理措置について、安全管理措置報告書（第１号様式）により

委託者に報告しなければならない。 

５ 受託者は、前項の規定により報告した事項に関し、委託者が理由を示して異議を申し出

た場合には、当該異議に関する事項を変更しなければならない。この場合において、当該

変更に経費を要するときは、その費用負担は委託者と受託者とが協議して決定する。 

 （従事者の監督） 

第３条 受託者は、本件事務の処理に従事している者が本件事務に関して知り得た個人情報

をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用しないよう必要かつ適切な監督を行わな

ければならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 

（収集の制限） 

第４条 受託者は、本件事務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により

個人情報を収集しなければならない。 

 （禁止事項） 

第５条 受託者は、あらかじめ委託者の指示又は承諾があった場合を除き、本件事務に係る

個人情報に関し、次に掲げる行為をしてはならない。 

 (1) 本件事務を処理する目的以外での利用 

 (2) 複写又は複製（作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ないものを



除く。） 

 (3) 作業場所の外への持ち出し 

 （再委託の禁止等） 

第６条 受託者は、本件事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし、第三者に

取り扱わせてはならない。ただし、あらかじめ、委託者の書面による承諾を得た場合はこ

の限りでない。 

２ 受託者は、前項ただし書の承諾を得て、本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせ

る場合には、個人情報の保護に関し、本特記事項と同等の内容及び委託者が指示する事項

について、当該第三者（会社法（平成 17年法律第 86号）第２条第１項第３号の子会社を

含む。以下「再受託者」という。）との間で約定しなければならない。２以上の段階にわ

たる委託（以下「再々委託等」という。）を行う場合も、この例によるべきことを再受託

者又はこれに類する者に求めなければならない。 

３ 再受託者が本件事務に係る個人情報を第三者に取り扱わせる場合にあっては、受託者は、

当該第三者（会社法第２条第１項第３号の子会社を含む。以下「再々受託者」という。）

における個人情報の取扱いに係る管理体制をあらかじめ確認し、当該確認内容を委託者に

報告し、委託者の書面による承諾を受けた上でなければ、第１項ただし書の承諾に相当す

る承諾をしてはならない。再々委託等を行う場合も、同様とする。 

４ 業務内容が定型的であり、かつ、個人情報の漏えい等の危険性が低いものとして委託者

が別に定める業務の委託（再委託及び再々委託等（以下「再委託等」と総称する。）を含

む。）については、委託者が別に定める事項をあらかじめ委託者に報告した場合には、第

１項ただし書の承諾及び前項に規定する受託者による承諾を要しない。 

５ 第２条第５項の規定は、前項に規定する報告について準用する。 

 （個人情報が記録された資料等の返還等） 

第７条 受託者は、本件事務を処理するために委託者から貸与され、又は受託者が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、業務の遂行上使用しないこと

となったとき又はこの契約が終了したとき若しくは解除されたときは、委託者の指示に従

い、直ちに委託者に返還し、若しくは引き渡し、若しくは消去し、又はその他の方法によ

り処理するものとする。 

 （報告及び検査） 

第８条 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中、受託

者に対し、個人情報の管理状況及び委託業務の履行状況について報告を求めることができ

る。 

２ 委託者は、個人情報を保護するために必要な限度において、委託契約期間中少なくとも

１年に一度、情報の管理の状況及び委託業務の履行状況について、原則として作業場所に

おいて検査するものとする。 

３ 前２項の場合において、報告、資料の提出又は検査に直接必要な費用は、受託者の負担

とする。ただし、委託者の事情により過分の費用を要した分については、委託者が負担す

る。 



 （事故発生時等における報告） 

第９条 受託者は、個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを知っ

たときは、速やかに委託者に報告し、委託者の指示に従うものとする。この契約が終了し、

又は解除された後においても同様とする。 

 （研修実施報告書の提出） 

第 10 条 受託者は、従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に従事者が遵守すべき事項、

個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際

に負う民事上の責任についての研修を実施し、研修実施報告書（第２号様式）を委託者に

提出しなければならない。 

２ 受託者は、個人情報を取り扱う事務を再受託者に委託する場合には、再受託者に対し、

前項の研修を実施させ、同項の研修実施報告書を受託者に提出させなければならない。 

３ 前項の場合において、受託者は、再受託者から提出された研修実施報告書を委託者に提

出しなければならない。 

 （契約の解除及び損害の賠償） 

第 11 条 委託者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受託者に対

して損害賠償の請求をすることができる。 

 (1) 本件事務を処理するために受託者が取り扱う個人情報について、受託者の責に帰すべ

き理由による個人情報の漏えい等があったとき。 

 (2) 前号に掲げる場合のほか、この特記事項に違反し、本件事務の目的を達成することが

できないと認められるとき。 

２ 前項第１号の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、個人情報の漏

えい等が、受託者が再委託等をし当該再委託等先において発生した場合であっても、当該

受託者が負うものとする。 



（第１号様式） 

安全管理措置報告書          
調 査 項 目 内 容 

１ 業者名  

□横浜市競争入札有資格者 □その他（             ） 

□横浜市出資法人（条例第 条） 

２ 業務の作業担当部署名  

３ 業務の現場責任者役職名  

４ 業務の個人情報取扱者の

人数 

 

５ 個人情報保護関連資格等 □Ｐマーク □ＩＳＭＳ 

□その他の資格（                      ） 

□個人情報関係の損害保険に加入 

６ 個人情報保護に関する社

内規程等 

□個人情報の使用、保存、廃棄等に関する管理規程 

□個人情報漏えい･紛失･滅失･盗難等事故時の対応規程・マニュアル等 

□個人情報保護について従業員との雇用契約や誓約書等に明記 

□その他の規程（                     ） 

□規程なし 

７ 個人情報保護に関する研

修・教育 

□個人情報保護に関する研修・教育を実施（年  回／従業員１人につき） 

□その他（                          ） 

８ 個人情報保護に関する点

検・検査・監査の方法等 

 

 

９ 漏えい等の事案の対応規程・マニュアル等の内容 

 (1) 対応規程・マニュアル

等がある場合 

名 称  

内 容  

 

(2) 対応規程・マニュアル

等がない場合 

（漏えい等の事案が発生した場合にどのような対応を取るのかについ

て、なるべく具体的に記載してください。） 

 



10 個人情報を取り扱う作業場所の管理体制  

※ 作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受託者が、実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電

子計算機のみを使用する場合には記入不要です。作業を実施機関の施設内部のみで行い、かつ、受

託者所有の電子計算機を使用する場合には、(2)電磁媒体の項目、(4)及び(5)を記入してください。 

 (1) 作業施設の入退室管

理 

作業期間中の入室可能人数 

□上記４の作業者のみ 

□作業者以外の入室可（□上記外    名 □その他） 

 

入退室者名及び時刻の記録 

□なし （施錠のみ、身分証提示のみ等） 

□あり □用紙記入 

□ＩＣカード等によりＩＤ等をシステムに記録 

□カメラや生体認証等により特定個人の入退室時刻を記録 

□その他（              ） 

 □その他（                  ） 

 (2) 個人情報の保管場所 

 

紙媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 電磁媒体 □鍵付き書庫 □耐火金庫 □専用の保管室 

□その他（                   ） 

 (3) 作業施設の防災体制 □常時監視 □巡回監視 □耐火構造 □免震・制震構造 

□その他（                   ） 

 (4) 個人情報の運搬方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 

 

 (5) 個人情報の廃棄方法 紙媒体  

  

 電磁媒体  

  

 (6) 施設外で作業を行う

場合の個人情報保護対

策（行う場合のみ記入） 

 

 

 

 



11 電算処理における個人情報保護対策  

※紙媒体しか取り扱わない業務を行う場合は記入不要です。 

※実施機関所有のＰＣ、タブレット等の電子計算機のみを使用する場合には記入不要です。 

 (1) 作業を行う機器 □限定している（ノート型  台、デスクトップ型  台） 

□限定していない 

 (2) 外部との接続 □作業機器は外部との接続をしていない 

□作業機器は外部と接続している 

接続方法：□イン ターネット  □専用回 線  □その他

（       ） 

通信の暗号化：□している □していない 

 (3) アクセス制限 □ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしている 
ＩＤの設定方法（                       ） 
パスワードの付け方（                     ） 

□ＩＤ・パスワード付与によりアクセス制限をしていない 

 (4) 不正アクセスを検知

するシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (5) マルウェアを検知す

るシステムの有無 

□あり（検知システムの概要：                  ） 

□なし 

 (6) ソフトウェアの更新 □常に最新のものに自動アップデートするものとなっている 

□上記以外（                          ） 

 (7) アクセスログ □アクセスログをとっている（   年保存） 

□アクセスログをとっていない 

 (8) 停電時のデータ消去

防止対策 

□無停電電源装置 □電源の二重化 

□その他（                           ） 

□なし 

 (9) その他の対策  

12 外国における個人情報の

取扱いの有無 

 

※ 実施機関所有のＰＣ、タ

ブレット等の電子計算機

のみを使用する場合には

記入不要です。 

□あり 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されているが、外国のサーバ上で

の個人情報の取扱いはない 

 □外国のサーバ上に個人情報が保存されており、外国のサーバ上で個

人情報を取り扱っている 

□なし 

※「あり」の場合は、以下も記入してください。 
 (1) 個人情報の取扱いが

ある外国の名称 

 

 (2) 当該外国における個

人情報の制度・保護措置

等 

 

 



（第２号様式）  

（Ａ４）  
 

 

 

 年 月 日 

（提出先） 

         

（提出者） 

団体名  

責任者職氏名  

 

研修実施報告書・誓約書 

 

個人情報の保護に関する法律第66条第２項の規定により準

用される同条第１項に定める措置の一環として、横浜市の個

人情報を取り扱う事務に従事する者に対し、個人情報を取り

扱う場合に遵守すべき事項並びに個人情報の保護に関する法

令等に基づく罰則の内容及び漏えい等の事故が発生した場合

の民事上の責任についての研修を実施しましたので、別紙（全  

枚）のとおり報告いたします。 

個人情報の保護に関する法令等及び個人情報取扱特記事項

を遵守し、並びに従事者にも遵守させ、個人情報を適切に取り

扱うことを誓約いたします。 

 

 



（別紙） 

研修実施明細書 

 

 本件業務の委託に当たり、受託者として従事者に実施した個人情報保護に係る研修の明細は、

次のとおりです。 

 

研修受講日 所    属 担 当 業 務 氏    名 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

（Ａ４） 



                                      

 

工程表 

※契約後、５日以内に作成し、データを提出してください。 

時期 内容 備考 

〇月○日 委託代金内訳書を提出  

〇月○日 
個人情報保護に関する誓約書・研修実施報

告書を提出 
 

〇月○日 
打ち合わせ① 

工程表、留学生の名簿を提出 
 

〇月○日 打ち合わせ② 企画内容、アセスメントについて相談予定 

〇月○日 当日のカリキュラム、進行表を提出 企画内容、仮提出 

〇月○日 打ち合わせ③ 企画内容、ワークブック等の確認 

〇月○日 教員事前研修資料を提出  

〇月○日 ワークブックを提出  

〇月○日 
事前研修 

事前アンケートを実施 
 

〇月○日 プログラム１日目  

〇月○日 
プログラム２日目 

終了後、打ち合わせを実施 
 

〇月○日 事後アンケートを実施  

〇月○日 報告書・完了届出書を提出 令和〇年〇月〇日（〇）締切 

 

記入例 



                                      

 

工程表 

※契約後、５日以内に作成し、データを提出してください。 

時期 内容 備考 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



年 月 日 
 
横浜市契約事務受任者 
 

所在地 
商号又は名称 
代表者職氏名          

 

委託完了届出書 

 
次のとおり委託業務を完了したので、横浜市委託契約約款第 28 条第１項の規定によ

り届出ます。 

委託名 

 
 
 
 
 

履行場所 

 
 
 
 
 

履行期限 
 

年   月   日 
 

完了年月日 
 

年   月   日 
 

完了検査 
希望年月日 

 
年   月   日 

 
 



 - 1 - 

委 託 契 約 約 款 

 

（総則） 

第１条 委託者及び受託者は、この約款（契約書を含む。以

下同じ。）に基づき、設計図書（別添の設計書、仕様書、図

面、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書をい

う。以下同じ。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約

（この約款及び設計図書を内容とする業務の委託契約をい

う。以下同じ。）を履行しなければならない。 

２ 受託者は、契約書記載の契約の履行を履行期間内に全部

完了（設計図書に定めがある場合は、契約の履行の目的物

の引渡しを含む。以下同じ。）し、委託者は、その契約代金

を支払うものとする。 

３ 履行方法その他契約を履行するために必要な一切の手段

については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場

合を除き、受託者がその責任において定める。 

４ 受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏ら

してはならない。この契約が終了した後も同様とする。 

５ この約款に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解

除は、書面により行わなければならない。 

６ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

言語は、日本語とする。 

７ この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円と

する。 

８ この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる

計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計

量法（平成４年法律第51号）に定めるものとする。 

９ この約款及び設計図書における期間の定めについては 

民法（明治29年法律第89号）及び商法（明治32年法律第48

号）の定めるところによるものとする。 

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 

11 この契約に係る訴訟については、専属管轄を除くほか、

委託者の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。 

12 受託者が共同企業体を結成している場合においては、委

託者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代

表者に対して行うものとし、委託者が当該代表者に対して

行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同企業体

のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受

託者は、委託者に対して行うこの契約に基づくすべての行

為について当該代表者を通じて行わなければならない。 

（内訳書及び工程表） 

第２条 受託者は、この契約書を提出する際に設計図書に基

づいて、内訳書を作成し、委託者に提出しなければならな

い。ただし、別添の設計書に内訳を記載することによりこ

れに代えることができる。 

２ 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定める

条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する

本市の休日を除く。）以内に、設計図書に基づいて、工程表

を作成し、委託者に提出しなければならない。ただし、委

託者が必要がないと認めたときは、省略することができる。 

３ 内訳書及び工程表は、委託者及び受託者を拘束するもの

ではない。 

（着手届出） 

第３条 受託者は、この契約締結後５日（横浜市の休日を定

める条例(平成3年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定

する本市の休日を除く。）以内に、契約履行着手届出書を、

委託者に提出しなければならない。ただし、委託者が必要

がないと認めたときは、省略することができる。 

（権利義務の譲渡等の制限） 

第４条 受託者は、この契約により生ずる権利又は義務を第

三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその権利を担保に

供してはならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を

得た場合は、この限りでない。                          

２ 受託者は、契約の履行の目的物並びに材料のうち第11条

第２項の規定による検査に合格したもの及び第32条第４項

の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に

譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供して

はならない。ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場

合は、この限りでない。                              

（著作権の譲渡等）                            

第５条 受託者は、契約の履行の目的物が著作権法（昭和45

年法律第48号）第２条第１項第１号に規定する著作物（以

下この条において「著作物」という。）に該当する場合には、

当該著作物に係る受託者の著作権（著作権法第21条から第

28条までに規定する権利をいう。）を当該著作物の引渡時に

委託者に無償で譲渡するものとする。ただし、受託者がこ

の契約の締結前から権利を有している著作物の著作権は、

受託者に留保するものとし、この著作物を改変、翻案又は

翻訳することにより作成された著作物の著作権は、当該著

作権の引渡時に受託者が当該権利の一部を委託者に無償で

譲渡することにより、委託者と受託者の共有とするものと

する。                      

２ 委託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当するとし

ないとにかかわらず、当該契約の履行の目的物の内容を受

託者の承諾なく自由に公表することができ、また、当該契

約の履行の目的物が著作物に該当する場合には、受託者が

承諾したときに限り、既に受託者が当該著作物に表示した

氏名を変更することができる。                               

３ 受託者は、契約の履行の目的物が著作物に該当する場合

において、委託者が当該著作物の利用目的の実現のために

その内容を改変しようとするときは、その改変に同意する

ものとする。また、委託者は、契約の履行の目的物が著作

物に該当しない場合には、当該契約の履行の目的物の内容

を受託者の承諾なく自由に改変することができる。                  

４ 受託者は、契約の履行の目的物（契約を履行する上で得

られた記録等を含む。）が著作物に該当するとしないとにか

かわらず、委託者が承諾した場合には、当該契約の履行の

目的物を使用又は複製し、また、第１条第４項の規定にか

令和７年４月 
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かわらず当該契約の履行の目的物の内容を公表することが

できる。                                       

５ 受託者は、第１項ただし書の規定により共有となった著

作物を第三者に提供する場合においては、あらかじめ、委

託者の承諾を得なければならない。この場合において、承

諾の内容は、委託者と受託者とが協議して定める。                      

６ 委託者は、受託者が契約の履行の目的物の作成に当たっ

て開発したプログラム（著作権法第10条第１項第９号に規

定するプログラムの著作物をいう。）及びデータベース（著

作権法第12条の２に規定するデータベースの著作物をいう。

）について、受託者が承諾した場合には、別に定めるとこ

ろにより、当該プログラム及びデータベースを利用するこ

とができる。                                     

７ 受託者は、次条ただし書の規定により第三者に委任し、

又は請け負わせる場合には、前各項に定める規定を当該第

三者が遵守するように必要な措置を講じなければならない。  

（一括委任又は一括下請負の禁止） 

第６条 受託者は、契約の履行の全部又は主たる部分を一括

して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただ

し、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りで

ない。 

（下請負人等の通知） 

第６条の２ 受託者は、契約の履行において下請負契約を締

結した場合は、下請負人の商号又は名称その他委託者の定

める事項を、すみやかに委託者に通知しなければならない。     

（特許権等の使用）                             

第７条 受託者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権そ

の他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利（以下

「特許権等」という。）の対象となっている材料、履行方法

等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わ

なければならない。ただし、委託者がその材料、履行方法

等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象で

ある旨の明示がなく、かつ、受託者がその存在を知らなか

ったときは、委託者は、受託者がその使用に関して要した

費用を負担しなければならない。                                

（特許権等の発明等）                           

第８条 受託者は、契約の履行に当たり、特許権等の対象と

なるべき発明又は考案をした場合には、委託者に通知しな

ければならない。                                   

２ 前項の場合において、当該特許権等の取得のための手続

及び権利の帰属等に関する詳細については、委託者と受託

者とが協議して定めるものとする。                           

（現場責任者等）                              

第９条 受託者は、この契約の履行に当たり、現場責任者を

定め、契約締結後５日（横浜市の休日を定める条例(平成3

年12月横浜市条例第54号)第1条第1項に規定する本市の休日

を除く。）以内に、その氏名その他必要な事項を委託者に通

知しなければならない。現場責任者を変更した場合も同様

とする。 

２ 現場責任者は、この契約の履行に関して従事者を指揮監

督するものとする。                              

３ 受託者は、この契約の履行の着手前に、契約の履行に従

事する者の氏名その他必要な事項を委託者に通知しなけれ

ばならない。 

（監督員） 

第９条の２ 委託者は、監督員を置いたときは、その氏名を

受託者に通知しなければならない。監督員を変更したとき

も、同様とする。ただし、市長、水道事業管理者又は交通

事業管理者が、それぞれの権限（他の者に委任している場

合は、当該受任者の権限を含むものとする。）に属する契

約について特に定めた場合には、その氏名を受託者に通知

しなくてよいものとする。 

２ 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約

款に基づく委託者の権限とされる事項のうち委託者が必要

と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定める

ところにより、次に掲げる権限を有する。 

(1) この契約の履行についての受託者又は受託者の現場責

任者に対する指示、承諾又は協議 

(2) この契約の履行の進捗の確認、設計図書の記載内容と

履行内容との照合その他契約の履行状況の調査 

３ 委託者は、２人以上の監督員を置き、前項の権限を分担

させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内

容を、監督員にこの約款に基づく委託者の権限の一部を委

任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受託者

に通知しなければならない。 

４ 委託者が監督員を置いたときは、受託者は、この約款に

定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については

、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うも

のとする。この場合においては、監督員に到達した日をも

って委託者に到達したものとみなす。 

５ 委託者が監督員を置かないときは、この約款に定める監

督員の権限は、委託者に帰属する。 

（履行の報告）                                

第10条 受託者は、設計図書に定めるところにより、この契

約の履行について、委託者に報告しなければならない。         

（材料の品質、検査等）                          

第11条 受託者は、設計図書に品質が明示されていない材料

については、中等の品質を有するものを使用しなければな

らない。                                      

２ 受託者は、設計図書において委託者の検査（確認を含む。

以下この条において同じ。）を受けて使用すべきものと指定

された材料については、当該検査に合格したものを使用し

なければならない。この場合において、検査に直接必要な

費用は、受託者の負担とする。                          

３ 委託者は、受託者から前項の検査を求められたときは、

当該請求を受けた日から７日以内に、これに応じなければ

ならない。                                       

（支給材料及び貸与品）                          
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第12条 委託者から受託者に支給する材料（以下「支給材料」

という。）及び貸与する機械器具（以下「貸与品」という。）

の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時

期は、設計図書に定めるところによる。               

２ 委託者は、支給材料又は貸与品を受託者の立会いの上、

委託者の負担において、検査して引き渡さなければならな

い。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、

品質、規格又は性能が設計書の定めと異なり、又は使用に

適当でないと認めたときは、受託者は、遅滞なく、その旨

を委託者に通知しなければならない。                            

３ 受託者は、材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、当

該引渡しを受けた日から７日以内に、委託者に受領書又は

借用書を提出しなければならない。                      

４ 委託者は、受託者から第２項後段の規定による通知を受

けた場合において、必要があると認められるときは、当該

支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸

与品を引き渡し、又は支給材料若しくは貸与品の品名、数

量、品質、規格若しくは性能を変更しなければならない。       

５ 委託者は、前項の規定にかかわらず、受託者に対して、

その理由を明示して、当該支給材料又は貸与品の使用を求

めることができる。                                 

６ 委託者は、必要があると認めるときは、支給材料又は貸

与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又

は引渡時期を変更することができる。                  

７ 委託者は、前３項の場合において、必要があると認めら

れるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損

害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならな

い。    

８ 受託者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意を

もって保管しなければならない。                     

９ 受託者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当

該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関して契約

の内容に適合しないもの（第２項の検査により発見するこ

とが困難であったものに限る。）があり、使用に適当でない

と認めたときは、直ちに、その旨を委託者に通知しなけれ

ばならない。この場合においては、第４項、第５項及び第

７項の規定を準用する。                                 

10 受託者は、契約の履行の全部の完了、設計図書の変更等

によって不用となった支給材料又は貸与品を、設計図書に

定めるところにより、委託者に返還しなければならない。       

11 受託者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅

失し、若しくはき損し、又はその返還が不可能となったと

きは、委託者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原

状に復し、又は損害を賠償しなければならない。             

12 受託者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に

明示されていないときは、委託者の指示に従わなければな

らない。 

（設計図書に不適合な場合の措置等）                

第13条 受託者は、契約の履行が設計図書に適合しない場合

において、委託者が、再履行その他の措置を請求したとき

は、これに従わなければならない。                      

２ 委託者は、前項の不適合が委託者の指示による等委託者

の責めに帰すべき理由による場合であって、必要があると

認められるときは履行期間又は契約代金額を変更し、受託

者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければな

らない。       

（条件変更等）                               

第14条 受託者は、契約の履行に当たり、次の各号のいずれ

かに該当する事実を発見したときは、直ちに、その旨を委

託者に通知し、その確認を求めなければならない。                

 (1) 設計図書の表示が明確でないこと（設計書、図面、仕

様書、現場説明書及びこれらの図書に対する質問回答書

が交互符合しないこと、並びに設計図書に誤り又は漏れ

があることを含む。）。                      

 (2) 履行場所の形状、地質、湧水等の状態、履行上の制約

等設計図書に示された自然的又は人為的な履行条件と実

際の履行場所の状態が一致しないこと。            

 (3) 設計図書で明示されていない履行条件について、予期

することのできない特別の状態が生じたこと。       

２ 委託者は、前項の確認を求められたとき、又は自ら同項

各号に掲げる事実を発見したときは、受託者の立会いの上、

直ちに、調査を行わなければならない。ただし、受託者が

立会いに応じない場合には、受託者の立会いを得ずに調査

を行うことができる。                                    

３ 委託者は、前項の規定による調査について、受託者の意

見を聴いた上、当該調査の結果（これに対して執るべき措

置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。）をとり

まとめ、当該調査の終了後14日以内に、受託者に通知しな

ければならない。ただし、委託者は、当該期間内に受託者

に通知することができないやむを得ない理由があるときは、

あらかじめ、受託者の意見を聴いた上、当該期間を延長す

ることができる。    

４ 前項の調査の結果、第１項各号に掲げる事実が委託者及

び受託者によって確認された場合において、必要があると

認められるときは、次に掲げるところにより、設計図書を

訂正し、又は変更しなければならない。                   

 (1) 第１項第１号に該当し    委託者が行う。   

、設計図書を訂正する場 

合 

 (2) 第１項第２号又は第３    委託者が行う。            

号に該当し、設計図書を 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴う 

もの 

 (3) 第１項第２号又は第３    委託者と受託者とが協 

  号に該当し、設計図書を    議して行う。 

変更する場合で、契約の 

履行の内容の変更を伴わ 
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ないもの 

５ 前項の規定により設計図書の訂正又は変更を行った場合

において、委託者は、必要があると認められるときは履行

期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼしたと

きは必要な費用を負担しなければならない。                 

（設計図書の変更）                             

第15条 委託者は、前条第４項に定めるものを除くほか、必

要があると認めるときは、設計図書の変更の内容を受託

者に通知して、設計図書を変更することができる。この

場合において、委託者は、必要があると認められるとき

は履行期間又は契約代金額を変更し、受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 

（代替方法等の提案）                           

第16条 受託者は、設計図書等について、技術的又は経済的

に優れた代替方法その他改良事項を発見し、又は発案した

ときは、委託者に対して、当該発見又は発案に基づき設計

図書等の変更を提案することができる。                    

２ 委託者は、前項に規定する受託者の提案を受けた場合に

おいて、必要があると認めるときは、設計図書等の変更を

受託者に通知しなければならない。                          

３ 委託者は、前項の規定により設計図書等が変更された場

合において、必要があると認められるときは、履行期間又

は契約代金額を変更しなければならない。               

（契約の履行の一時中止）                        

第17条 履行場所等の確保ができない等のため又は暴風、豪

雨、洪水、高潮、地震、地滑り、落盤、火災その他の自然

的若しくは人為的な事象（以下「天災等」という。）であっ

て受託者の責めに帰すことができないものにより、契約の

履行の目的物等に損害を生じ、若しくは履行場所の状態が

変動したため、受託者が契約を履行できないと認められる

ときは、委託者は、契約の履行の一時中止の内容を直ちに

受託者に通知して、契約の履行の全部又は一部を一時中止

させなければならない。                                   

２ 委託者は、前項に定めるものを除くほか、必要があると

認めるときは、契約の履行の全部又は一部を一時中止させ

ることができる。                                

３ 委託者は、前２項の規定により契約の履行を一時中止さ

せた場合において、必要があると認められるときは履行期

間又は契約代金額を変更し、受託者が契約の履行の続行に

備え履行場所を維持し、又は従事者、機械器具等を保持す

るための費用等の契約の履行の一時中止に伴う増加費用を

必要としたときその他受託者に損害を及ぼしたときは必要

な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の延長） 

第18条 受託者は、その責めに帰すことができない理由によ

り履行期間内に業務を完了することができないときは、そ

の理由を明示した書面により、委託者に履行期間の延長を

請求することができる。 

２ 委託者は、前項の規定による請求があった場合において、

必要があると認められるときは、履行期間を延長しなけれ

ばならない。委託者は、その履行期間の延長が委託者の責

めに帰すべき理由による場合においては、契約代金額につ

いて必要と認められる変更を行い、又は受託者に損害を及

ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。                       

（履行期間の短縮等）                           

第19条 委託者は、特別の理由により履行期間を短縮する必

要があるときは、受託者に対して、履行期間の短縮を求め

ることができる。                                   

２ 委託者は、この約款の他の条項の規定により履行期間を

延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長

する履行期間について、受託者に通常必要とされる履行期

間に満たない履行期間への変更を請求することができる。                   

３ 前２項の場合において、委託者は、必要があると認めら

れるときは契約代金額を変更し、受託者に損害を及ぼした

ときは、必要な費用を負担しなければならない。 

（履行期間の変更の方法）                        

第20条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は前条第１項若

しくは第２項の規定による履行期間の変更については、委

託者と受託者とが協議して定める。ただし、当該協議の開

始の日から14日以内に当該協議が成立しない場合には、委

託者は、履行期間を変更し、受託者に通知するものとする。         

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。 

（契約代金額等の変更の方法） 

第21条 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場

合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第16

条第３項、第17条第３項、第18条第２項又は第19条第３項

の規定による契約代金額の変更については、契約締結時の

価格を基礎として、委託者と受託者とが協議して定める。

ただし、協議開始の日から21日以内に当該協議が成立しな

い場合には、委託者は、契約代金額を変更し、受託者に通

知するものとする。              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知するものとする。                 

３ 第12条第７項（同条第９項後段において準用する場合を

含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第15条、第17条第

３項、第18条第２項、第19条第３項、第23条第４項、第24

条ただし書又は第30条第３項の規定により委託者が負担す

る費用の額については、委託者と受託者とが協議して定め

る。                     

（賃金又は物価の変動に基づく契約代金額の変更）        

第22条 委託者又は受託者は、契約期間内で委託契約締結の

日から12月を経過した後に、日本国内における賃金水準又

は物価水準の変動により契約代金額が不適当となったと認

めたときは、相手方に対して契約代金額の変更を請求する

ことができる。 
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２ 委託者又は受託者は、前項の規定による請求があったと

きは、変動前委託代金額（契約代金額から当該請求時の履

行済部分に相応する委託代金額を控除した額をいう。以下

この条において同じ。）と変動後委託代金額（変動後の賃金

又は物価を基礎として算出した変動前委託代金額に相応す

る額をいう。以下この条において同じ。）との差額のうち、

変動前委託代金額の1,000分の15を超える額につき、契約代

金額の変更に応じなければならない。 

３ 変動前契約代金額及び変動後契約代金額は、請求のあっ

た日を基準とし、物価指数等に基づき委託者と受託者が協

議して定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内

に当該協議が成立しない場合には、委託者は、変動前契約

代金額及び変動後契約代金額を定め、受託者に通知する。 

４ 第１項の規定による請求は、この条の規定により契約代

金額の変更を行った後、再度行うことができる。この場合

においては、同項中「委託契約締結の日」とあるのは、「直

前のこの条に基づく契約代金額変更の基準とした日」と読

み替えるものとする。 

５ 特別な要因により履行期間内に主要な材料の日本国内に

おける価格に著しい変動を生じ、契約代金額が不適当とな

ったときは、委託者又は受託者は、契約代金額の変更を求

めることができる。                     

６ 予期することのできない特別の事情により、履行期間内

に日本国内において急激なインフレーション又はデフレー

ションを生じ、契約代金額が著しく不適当となったときは、

委託者又は受託者は、前項の規定にかかわらず、契約代金

額の変更を求めることができる。                       

７ 前２項の規定による請求があった場合において、当該契

約代金額の変更については、委託者と受託者とが協議して

定める。ただし、当該協議の開始の日から21日以内に当該

協議が成立しない場合には、委託者は、契約代金額を変更

し、受託者に通知するものとする。                                 

８ 第３項及び前項の協議の開始の日については、委託者が

受託者の意見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（臨機の措置）                                

第23条 受託者は、災害防止等のため必要があると認めると

きは、臨機の措置を執らなければならない。この場合にお

いて、必要があると認めるときは、受託者は、あらかじめ、

委託者の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむ

を得ない事情があるときは、この限りでない。                 

２ 受託者は、前項の場合においては、その執った措置の内

容について委託者に直ちに通知しなければならない。           

３ 委託者は、災害の防止その他契約の履行上特に必要があ

ると認めるときは、受託者に対して臨機の措置を執ること

を請求することができる。                             

４ 受託者が第１項又は前項の規定により臨機の措置を執っ

た場合は、当該措置に要した費用のうち、受託者が契約代

金額の範囲内において負担することが適当でないと認めら

れる部分については、委託者がこれを負担する。                 

（一般的損害）                               

第24条 契約の履行について生じた損害（次条第１項又は第

２項に規定する損害を除く。）は、受託者の負担とする。た

だし、当該損害のうち委託者の責めに帰すべき理由により

生じたもの（設計図書に定めるところにより付された保険

によりてん補された部分を除く。）については、委託者がこ

れを負担しなければならない。                        

（第三者に及ぼした損害）                        

第25条 契約の履行について第三者に損害を及ぼしたときは、

次項に定める場合を除き、受託者がその損害を賠償しなけ

ればならない。ただし、その損害のうち委託者の責めに帰

すべき理由により生じたもの（設計図書に定めるところに

より付された保険によりてん補された部分を除く。）につい

ては、委託者がこれを負担しなければならない。ただし、

受託者がその材料又は指示が不適当であることを知りなが

らこれを通知しなかったときは、この限りでない。               

２ 契約の履行に伴い通常避けることができない騒音、振動、

地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害（設

計図書に定めるところにより付された保険によりてん補さ

れた部分を除く。）を及ぼしたときは、委託者がその損害を

負担しなければならない。ただし、その損害のうち契約の

履行につき受託者が善良な管理者の注意義務を怠ったこと

により生じたものについては、受託者がこれを負担しなけ

ればならない。                                    

３ 前２項の場合その他契約の履行について第三者との間に

紛争を生じた場合においては、委託者と受託者とが協議し

てその処理解決にあたるものとする。                         

（契約代金額の変更に代える設計図書の変更）          

第26条 委託者は、第12条第７項（同条第９項後段において

準用する場合を含む。）、第13条第２項、第14条第５項、第

15条、第16条第３項、第17条第３項、第18条第２項、第19

条第３項、第22条第１項、第５項若しくは第６項、第23条

第４項、第24条又は第30条第３項の規定により契約代金額

を変更すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特

別の理由があるときは、変更すべき契約代金額又は負担す

べき費用の全部又は一部に代えて設計図書を変更すること

ができる。この場合において、設計図書の変更の内容は、

委託者と受託者とが協議して定める。ただし、協議開始の

日から21日以内に当該協議が成立しない場合には、委託者

は、設計図書の変更の内容を定め、受託者に通知するもの

とする。                              

２ 前項の協議の開始の日については、委託者が受託者の意

見を聴いて定め、受託者に通知する。                        

（中間検査）                                 

第27条 受託者は、契約の履行に関し、委託者が必要と認め

るときは、契約の履行の完了前に、受託者の立会いの上、

委託者の検査を受けなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ
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いては、委託者がこれを負担しなければならない。                              

２ 中間検査の実施の期日及び場所は、委託者と受託者とが

協議して定める。                                       

３ 受託者は、中間検査の期日までに、当該検査に係る準備

を完了しなければならない。                        

４ 受託者は、正当な理由なく中間検査に立ち会わなかった

ときは、中間検査の結果について異議を申し出ることがで

きない。                                     

（完了検査）                                 

第28条 受託者は、契約の履行の全部が完了したときは、遅

滞なく、その旨を委託者に通知しなければならない。          

２ 委託者は、前項の規定による通知を受けたときは、その

日から起算して10日以内に、受託者の立会いの上、契約の

履行の全部の完了を確認するための検査を完了しなければ

ならない。この場合において、検査に直接必要な費用は、

受託者の負担とする。ただし、委託者の故意又は過失によ

り、過分の費用を要した分については、委託者がこれを負

担しなければならない。                                       

３ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

（契約代金の支払）                            

第29条 受託者は、前条第２項（同条第３項後段の規定によ

り適用される場合を含む。第３項において同じ。）の規定に

よる検査に合格したときは、委託者に契約代金の支払を請

求することができる。      

２ 委託者は、前項の規定による請求を受けたときは、その

日から起算して30日以内に契約代金を支払わなければなら

ない。                                       

３ 委託者がその責めに帰すべき理由により前条第２項に規

定する期間内に検査をしないときは、その期限を経過した

日から検査をした日までの日数は、前項の期間（以下この

項において「約定期間」という。）の日数から差し引くもの

とする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日

数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日

数を超えた日において満了したものとみなす。 

（消費税等率変動に伴う契約代金額の変更） 

第29条の２ 消費税法（昭和63年法律第108号）等の改正等に

よって消費税等率に変動が生じた場合は、特段の変更手続

を行うことなく、相当額を加減したものを契約代金額とす

る。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等

額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに

従うものとする。                     

（完了検査前の使用）                           

第30条 委託者は、第28条第２項の規定による検査前におい

ても、契約の履行の目的物の全部又は一部を受託者の承諾

を得て使用することができる。                         

２ 前項の場合においては、委託者は、その使用部分を善良

な管理者の注意をもって使用しなければならない。         

３ 委託者は、第１項の規定による使用により受託者に損害

を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。      

（前金払）                                  

第31条 受託者は、別に定めるところにより、前払金の支払

を委託者に請求することができる。                      

（部分払及び部分検査）                         

第32条 受託者は、契約の履行の全部の完了前に、履行済部

分に相応する契約代金額について、次項以下に定めるとこ

ろにより、委託者に対して、部分払を請求することができ

る。    

２ 部分払の回数及び時期は、あらかじめ委託者の指定する

ところによる。                                 

３ 受託者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじ

め、当該請求に係る契約の履行の完了部分の確認を委託者

に請求しなければならない。                           

４ 委託者は、前項の規定による確認の請求があったときは、

当該請求を受けた日から起算して10日以内に、受託者の立

会いの上、設計図書に定めるところにより、当該確認をす

るための検査を行わなければならない。この場合において、

検査に直接必要な費用は、受託者の負担とする。ただし、

委託者の故意又は過失により、過分の費用を要した分につ

いては、委託者が負担しなければならない。                       

５ 受託者は、契約の履行の内容が前項の規定による検査に

合格しないときは、直ちに、必要な措置を執った上、委託

者の検査を受けなければならない。この場合においては、

必要な措置の完了を契約の履行の全部の完了とみなして前

２項の規定を適用する。                              

６ 受託者は、第４項の規定による検査に合格したときは、

委託者に部分払を請求することができる。この場合におい

て、委託者は、当該請求があった日から起算して30日以内

に部分払金を支払わなければならない。                       

（部分払金の不払に対する契約の履行の中止）           

第33条  受託者は、委託者が前条の規定に基づく支払を遅延

し、相当の期間を定めてその支払を請求したにもかかわら

ず支払をしないときは、契約の履行の全部又は一部の履行

を一時中止することができる。この場合においては、受託

者は、直ちにその旨を委託者に通知しなければならない。              

２ 委託者は、前項の規定により受託者が契約の履行を中止

した場合において、必要があると認められるときは履行期

間若しくは契約代金額を変更し、又は受託者が契約の履行

の続行に備え履行場所を維持し若しくは従事者、機械器具

等を保持するための費用その他の契約の履行の一時中止に

伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼした

ときは必要な費用を負担しなければならない。                     

（契約不適合責任）                              

第34条 委託者は、契約の履行の目的物が種類、品質又は数

量に関して契約の内容に適合しないもの（以下、「契約不適
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合」という。） であるときは、受託者に対して当該契約不

適合の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を求める

ことができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要

するときは、委託者は、当該履行の追完を求めることがで

きない。 

２ 前項の場合において、受託者は、委託者に不相当な負担

を課するものでないときは、委託者が請求した方法と異な

る方法による履行の追完をすることができる。 

３ 第１項の場合において、委託者が相当の期間を定めて履

行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないとき

は、委託者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請

求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当

する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請

求することができる。 

 (1) 履行の追完が不能であるとき。 

 (2) 受託者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示した

とき。 

(3) 契約の履行の目的物の性質又は当事者の意思表示によ

り、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約

をした目的を達することができない場合において、受託

者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、委託者がこの項の規定に

よる催告をしても履行の追完を受ける見込みがないこと

が明らかであるとき。                                  

（委託者の催告による解除権）                               

第35条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期

間内に履行がないときは、この契約を解除することができ

る。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履

行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微である

ときは、この限りではない。                

 (1) 正当な理由なく、契約の履行に着手すべき期日を過ぎ

ても着手しないとき。                        

 (2) 履行期間内に契約の履行の全部を完了しないとき又は

履行期間経過後相当の期間内に契約の履行の全部を完了

する見込みが明らかにないと認められるとき。                        

 (3) 第９条に規定する現場責任者を設置しなかったとき。 

 (4) 正当な理由なく、第34条第１項の履行の追完がなされ

ないとき又は同条第３項に規定する代金の減額がなされ

ないとき。 

 (5) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 

（委託者の催告によらない解除権） 

第36条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

ときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。 

(1) 第４条の規定に違反し、この契約により生ずる権利又

は義務を第三者に譲渡し、若しくは継承させ、又はその

権利を担保に供したとき。 

(2) この契約の履行の全部を完了させることができないこ

とが明らかであるとき。 

(3) 受託者がこの契約の履行の全部の完了を拒絶する意思を

明確に表示したとき。 

(4) 受託者の債務の一部の履行が不能である場合又は受託者

がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示し

た場合において、残存する部分のみでは契約をした目的

を達することができないとき。 

(5) 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の

日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的

を達することができない場合において、受託者が履行を

しないでその時期を経過したとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、受託者がその債務の履行を

せず、委託者が前条の催告をしても契約をした目的を達

するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らか

であるとき。 

(7) 契約の履行に当たって法令の規定により必要な許可又は

認可等を失ったとき。 

(8) 経営状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる

相当の理由があるとき。 

(9) 第39条又は第40条の規定によらないで契約の解除を申し

出たとき。 

(10) 受託者が第44条の２第１項各号のいずれかに該当した

とき。 

第36条の２ 委託者は、神奈川県警察本部長からの通知又は

回答により、受託者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、この契約を解除することができる。 

(1) 横浜市暴力団排除条例（平成23年12月横浜市条例第51

号。以下、本条において、「条例」という。）第２条第２

号に規定する暴力団（以下、「暴力団」という。）、条例

第２条第４号に規定する暴力団員等（以下、「暴力団員

等」という。）、条例第２条第５号に規定する暴力団経営

支配法人等又は条例第７条に規定する暴力団員等と密接

な関係を有すると認められる者であるとき。 

(2) 神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75

号）第23条第１項又は第２項に違反している事実がある

とき。 

(3) 受託者が、この契約に関して、下請負契約又は資材、

原材料の購入契約その他の契約にあたり、その相手方が

第１号又は第２号のいずれかに該当することを知りなが

ら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 

(4) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号のい

ずれかに該当する者を下請負契約又は資材、原材料の購

入契約その他の契約の相手方としていた場合（第３号に

該当する場合を除く。）に、委託者が受託者に対して当

該契約の解除を求め、受託者がこれに従わなかったとき

。 

(5) 受託者が、この契約に関して、第１号又は第２号のい

ずれかに該当する者に契約代金債権を譲渡したとき。 

２ 受託者が共同企業体の場合にあっては、前項の規定はそ

の構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する
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。 

３ 第１項の規定により、委託者が契約を解除した場合にお

いては、受託者は、契約代金額の10分の１に相当する額を

違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければな

らない。ただし、地方自治法第234条の３に基づく長期継

続契約においては、この条における契約代金額を、契約代

金の総額と読み替える。 

４ 前項の場合において、受託者が共同企業体であるときは

、構成員は、連帯して委託者に支払わなければならない。 

（委託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限） 

第37条 第35条又は第36条各号に定める場合が委託者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、委託者は、前２

条の規定による解除をすることができない。 

（委託者の任意解除権） 

第38条 委託者は、契約の履行が完了しない間は、第35条、

第36条及び第36条の２に規定する場合のほか、必要がある

ときは、この契約を解除することができる。 

２ 委託者は、前項の規定によりこの契約を解除したことに

より受託者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しな

ければならない。                           

（受託者の催告による解除権）                               

第39条 受託者は、委託者がこの契約に違反したときは、相

当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行

がないときは、この契約を解除することができる。ただし、

その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約

及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この

限りではない。   

（受託者の催告によらない解除権）       

第40条 受託者は、次の各号のいずれかに該当するときは、

直ちにこの契約を解除することができる。 

 (1) 第15条の規定により設計図書を変更したため契約代金

額が３分の２以上増減（消費税等率の変動に伴う金額の

増減は含まない。）したとき。                

 (2) 第17条の規定によるこの契約の履行の中止が履行期間

の10分の５（履行期間の10分の５が６月を超えるときは、

６月）を超えたとき。ただし、中止が契約の履行の一部

のみの場合は、その一部を除いた他の部分の契約の履行

が完了した後３月を経過しても、なおその中止が解除さ

れないとき。                            

 (3) 委託者がこの契約に違反し、その違反によってこの契

約の履行が不可能となったとき。 

２ 受託者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に

おいて、損害があるときは、その損害の賠償を委託者に請

求することができる。             

（受託者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限）  

第41条 第39条又は第40条各号に定める場合が受託者の責め

に帰すべき事由によるものであるときは、受託者は、前二

条の規定による解除をすることができない。   

 （合意解除） 

第42条 委託者は、必要があると認めるときは、第35条から

前条までの規定にかかわらず、契約の相手方と協議して、 

契約の全部又は一部を解除することができる。                            

（解除に伴う措置）                            

第43条 委託者は、第35条、第36条、第36条の２、第39条、

第40条又は第42条の規定によりこの契約が解除された場合

においては、契約の履行の完了部分を検査の上、当該検査

に合格した部分に相応する契約代金を受託者に支払わなけ

ればならない。この場合において、検査に直接要する費用

は、受託者の負担とする。                         

２ 前項の場合において、第31条の規定による前金払があっ

たときは、当該前払金の額（第32条の規定による部分払を

しているときは、その部分払において償却した前払金の額

を控除した額）を前項の契約の履行の完了部分に相応する

契約代金額から控除する。この場合において、受託者は、

支払済みの前払金になお余剰があるときは、次の各号に定

めるところにより、その余剰金を委託者に返還しなければ

ならない。                                       

(1) 解除が第35条、第    当該余剰金に、前払金の支  

 36条又は第36条の２   払の日から返還の日までの日 

の規定に基づくとき。  数に応じ、契約日における、 

 政府契約の支払遅延防止等に関

する法律（昭和24年法律第256

号）第８条第１項の規定に基づ

き財務大臣が決定する率を乗じ

て計算した額（計算して求めた

額の全額が 100 円未満であると

きは全額を、100 円未満の端数

があるときはその端数を切り捨

てるものとする。）の利息を付し

た額       

 (2) 解除が第38条、第    当該余剰額  

39条、第40条又は第 

42条の規定に基づく 

とき。    

３ 受託者は、この契約が解除になった場合において、支給

材料があるときは、第１項の契約の履行の完了部分の検査

に合格した部分に使用されているものを除き、委託者に返

還しなければならない。この場合において、当該支給材料

が受託者の故意又は過失により滅失し、若しくはき損した

とき、その返還が不可能となったとき、又は契約の履行の

完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されていると

きは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返

還に代えてその損害を賠償しなければならない。                

４ 受託者は、この契約が解除になった場合において、貸与

品があるときは、当該貸与品を委託者に返還しなければな

らない。この場合において、当該貸与品が受託者の故意又

は過失により滅失し、若しくはき損したとき、又はその返

還が不可能となったときは、代品を納め、若しくは原状に
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復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなけれ

ばならない。 

５ 受託者は、この契約が解除になった場合において、履行

場所に受託者が所有し、又は管理する材料、機械器具その

他の物件（下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件

及び前２項の材料又は貸与品のうち委託者に返還しないも

のを含む。）があるときは、受託者は、当該物件を撤去する

とともに、当該履行場所を修復し、取り片付けて、委託者

に明け渡さなければならない。                                 

６ 前項の場合において、受託者が正当な理由なく、相当の

期間内に当該物件を撤去せず、又は履行場所等の修復若し

くは取片付けを行わないときは、委託者は、受託者に代わ

って当該物件を処分し、履行場所等の修復若しくは取片付

けを行うことができる。この場合においては、受託者は、

委託者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申

し出ることができず、また、委託者の処分又は修復若しく

は取片付けに要した費用を負担しなければならない。                      

７ 第３項前段又は第４項前段の規定により受託者が支給材

料又は貸与品を返還する場合の期限、方法等については、

次の各号に定めるところによる。                     

 (1) 解除が第35条、第     委託者が定める。 

36条又は第36条の２ 

の規定に基づくとき。 

 (2) 解除が第38条、第      受託者が委託者の意見を聴 

  39条、第40条又は第    いて定める。 

  42条の規定に基づく 

とき。 

８ 第３項後段、第４項後段及び第５項の規定により受託者

が執るべき措置の期限、方法等については、委託者が受託

者の意見を聴いて定めるものとする。 

（委託者の損害賠償請求等） 

第44条 委託者は、受託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。 

 (1) 受託者の責めに帰すべき理由により履行期間内に契約

の履行の全部を完了することができないとき 

 (2) この契約の履行の目的物に契約不適合があるとき 

(3) 第35条又は第36条の規定により、この契約が解除され

たとき。 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行

をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 前項第１号の損害金の額は、契約代金額に、遅延日数に

応じ、この契約の締結時における国の債権の管理等に関す

る法律施行令 （昭和31年政令第337号）第29条第１項に規

定する財務大臣が定める率（年当たりの割合は、閏(じゅん

)年の日を含む期間についても、365日の割合とする。）で計

算した額を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が

100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があると

きはその端数を切り捨てるものとする。）とする。この場合

において、委託者が認めた履行済部分に相応する契約代金

額は控除するものとする。ただし、全部の履行がなされな

ければ契約の目的が達せられないときは、この限りでない。

なお、遅延日数は、委託者の責めに帰すべき理由による日

数を控除したものとする。また、地方自治法（昭和22年法

律第67号）第234条の３に基づく長期継続契約においては、

この条における契約代金額を、履行期間の始期から履行期

間の満了までの契約代金の総額（以下｢契約代金の総額｣と

いう。）と読み替える。 

３ 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受託者

は、第１項の損害賠償に代えて、契約代金額の10分の１に

相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払

わなければならない。ただし、地方自治法第234条の３に基

づく長期継続契約においては、この条における契約代金額

を、契約代金の総額と読み替える。  

  (1) 第35条又は第36条の規定により契約の履行の全部の完

了前に契約が解除された場合 

  (2) 契約の履行の全部の完了前に、受託者がその債務の履

行を拒否し、又は、受託者の責めに帰すべき事由によって

受託者の債務について履行不能となった場合 

４ 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第

２号に該当する場合とみなす。 

  (1) 受託者について破産法（平成16年法律第75号）の規定

による破産手続開始の決定があった場合において、同法の

規定により選任された破産管財人 

  (2) 受託者について会社更生法（平成14年法律第154号）の

規定による更生手続開始の決定があった場合において、同

法の規定により選任された管財人 

  (3) 受託者について民事再生法（平成11年法律第225号）の

規定による再生手続開始の決定があった場合において、同

法の規定により選任された再生債務者等 

５ 第１項及び第３項各号に定める場合（第４項の規定によ

り同項各号が第３項第２号に該当する場合とみなされる場

合を除く。）がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受

託者の責めに帰することができない事由によるものである

ときは、第１項及び第３項各号の規定は適用しない。 

（談合等不正行為に対する措置） 

第44条の２ 受託者は、この契約に関して、次の各号のいず

れかに該当するときは、該当した時点における契約代金額

の10分の２に相当する額を損害賠償金として委託者の指定

する期間内に支払わなければならない。ただし、地方自治

法第234条の３に基づく長期継続契約においては、この条に

おける契約代金額を、契約代金の総額と読み替える。 

(1) 受託者又は受託者を構成事業者とする私的独占の禁止及

び公正取引の確保に関する法律（昭和22年法律第54号。以

下「独占禁止法」という。）第２条第２項の事業者団体（以

下「受託者等」という。）が、この契約について独占禁止法

第３条又は第８条第１号の規定に違反したとして、受託者

等に対する独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に
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基づく排除措置命令（以下「排除措置命令」という。）又は

独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定に基づく課徴金の納付命

令（以下「納付命令」という。）が確定したとき（確定した

納付命令が独占禁止法第63条第２項の規定により取り消さ

れたときを含む。）。 

(2) 前号に掲げるもののほか、確定した排除措置命令又は納

付命令（独占禁止法第63条第２項の規定により取り消され

たものを含む。次号において同じ。）により、受託者等が、

この契約について独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされたとき。 

(3) 確定した排除措置命令又は納付命令により、受託者等に

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為

があったとされた期間及び当該行為の対象となった取引分

野が示された場合（この契約が示された場合を除く。）にお

いて、当該期間にこの契約の入札（見積書の提出を含む。）

が行われたものであり、かつ、この契約が当該取引分野に

該当するものであるとき。 

(4) 受託者（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）

の刑法（明治40年法律第45号）第96条の６又は独占禁止法

第89条第１項若しくは第95条第１項第１号に規定する刑が

確定したとき。 

２ 前項の規定は、この契約による業務が完了した後におい

ても同様とする。 

３ 第１項に規定する場合において、受託者が共同企業体で

あり、既に解散しているときは、委託者は、受託者の代表

者であった者又は構成員であった者に賠償金を請求するこ

とができる。この場合において、受託者の代表者であった

者及び構成員であった者は、連帯して当該賠償金を支払わ

なければならない。 

（受託者の損害賠償請求等） 

第45条 受託者は、委託者が次の各号のいずれかに該当する

場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することが

できる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取

引上の社会通念に照らして委託者の責めに帰することがで

きない事由によるものであるときは、この限りでない。 

(1) 第39条又は第40条の規定によりこの契約が解除されたと

き。 

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をし

ないとき又は債務の履行が不能であるとき。 

２ 委託者の責めに帰すべき理由により、第29条又は第32条

の規定による契約代金の支払が遅れた場合においては、受

託者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、契約日にお

ける、政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和24年

法律第256号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定

する率を乗じて計算した額（計算して求めた額の全額が 

100円未満であるときは全額を、 100円未満の端数があると

きはその端数を切り捨てるものとする。）の遅延利息の支払

を委託者に請求することができる。 

（契約不適合責任期間） 

第46条 受託者が契約の履行の目的物に関して契約の内容に

適合しない目的物を委託者に引き渡した場合において、委

託者がその不適合を知った時から１年以内にその旨を受託

者に通知しないときは、委託者は、その不適合を理由とし

て、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請

求又は契約の解除をすることができない。ただし、受託者

が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によっ

て知らなかったときは、この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず、委託者の権利の行使ができる

期間について仕様書等で別段の定めをした場合は、その仕

様書等の定めるところによる。 

３ 前２項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求す

る損害額の算定の根拠等、当該請求等の根拠を示して、委

託者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行

う。 

４ 委託者が第１項又は第２項に規定する契約不適合に係る

請求等が可能な期間（以下、この項「契約不適合期間」と

いう。）の内に契約不適合を知り、その旨を受託者に通知し

た場合において、委託者が通知から１年が経過する日まで

に前項に規定する請求等をしたときは、契約不適合期間の

内に請求等をしたものとみなす。 

５ 委託者は、第１項又は第２項の請求等を行ったときは、

当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時

効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等を

することができる。 

６ 前各項の規定は、契約不適合が受託者の故意又は重過失

により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に

関する受託者の責任については、民法の定めるところによ

る。 

７ 第１項の規定は、契約の履行の目的物の契約不適合が支

給材料の性質又は委託者の指示により生じたものであると

きは、委託者は契約不適合を理由として、請求等をするこ

とができない。ただし、受託者がその材料又は指示が不適

当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、

この限りでない。 

（暴力団等からの不当介入の排除） 

第47条 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力

団員等からの不当介入を受けた場合は、遅滞なく委託者に

報告するとともに所轄の警察署に通報し、捜査上の必要な

協力をしなければならない。 

２ 受託者は、前項の不当介入を受けたことにより、履行期

間に遅れが生じるおそれがある場合は、委託者と履行期間

に関する協議を行わなければならない。その結果、履行期

間に遅れが生じると認められたときは、第18条の規定によ

り、委託者に履行期間延長の請求を行うものとする。 

３ 受託者は、契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員

等からの不当介入による被害を受けた場合には、その旨を

直ちに委託者に報告するとともに、被害届を速やかに所轄
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の警察署に提出しなければならない。 

４ 受託者は、前項の被害により履行期間に遅れが生じるお

それがある場合は、委託者と履行期間に関する協議を行わ

なければならない。その結果、履行期間に遅れが生じると

認められたときは、第18条の規定により、委託者に履行期

間延長の請求を行うものとする。                        

（相殺）                                    

第48条 委託者は、この契約に基づいて委託者が負う債務を

この契約又は他の契約に基づいて受託者が負う債務と相殺

することができる。 

（概算契約） 

第49条 この契約書に概算契約である旨の記載がある契約（

以下この条において「概算契約」という。）にあっては、設

計図書記載の数量及び契約書記載の契約代金額は概算であ

り、増減することがある。この場合にあっては、本市が支

払う金額は、履行期間内の実際の履行数量に契約書又は内

訳書に記載した単価を乗じた金額に消費税及び地方消費税

相当額を加算した額とする。 

２ 概算契約においては、第44条中「契約代金額」は「履行

期間内の実際の履行数量に契約書又は内訳書に記載した単

価を乗じた金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した

額」と読み替える。 

（補則） 

第50条 この約款に定めのない事項については、横浜市契約

規則（昭和39年３月横浜市規則第59号)(水道事業管理者の

権限に属する契約にあっては「横浜市水道局契約規程（平

成20年３月水道局規程第７号）第２条の規定により読み替

えて準用する横浜市契約規則」と、交通事業管理者の権限

に属する契約にあっては「横浜市交通局契約規程（平成20

年３月交通局規程第11号）第２条の規定により読み替えて

準用する横浜市契約規則」と読み替えるものとする。）の定

めるところによるほか、必要に応じて、委託者と受託者と

が協議して定める。                                    
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